
発熱外来の
選定療養費について

当センターは紹介受診重点医療機関のた

め、紹介状なしで当センターを受診する

場合は原則として選定療養費の徴収が義

務化されております。

令和６年２月１日からは、発熱外来にお

いても紹介状の持参がなく受診される場

合には、選定療養費の対象となりますの

で、あらかじめご了承ください。
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